
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
券を受け入れる券挿入口と、
該券挿入口に接続された搬送路と、
発行すべき券を収納した収納庫と、
該収納庫から券を前記搬送路に繰り出す繰出手段と、
前記券に記録された情報の読取手段と、
該券に情報を記録可能な書込手段と、
前記搬送路の一部に設けられたサーマルヘッドと、
該サーマルヘツドに印刷用と印刷消去用のエネルギーを各々印加可能な制御手段とを配し
た券処理装置において、
印刷及び該印刷の消去可能な印刷面を有する券を前記挿入口から受け入れ、該券の記録情
報に基づき前記収納庫から券を発行すると共に前記受け入れた券に対して印刷を消去し新
たな情報を印刷して発行することを特徴とする券処理装置。
【請求項２】

【請求項３】
請求項１記載の券処理装置において
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請求項１記載の券処理装置において、
前記券に記録された情報は、券の使用済回数情報が含められた磁気記録情報であり、発行
される毎に前記使用済回数情報を加算して磁気記録することを特徴とする券処理装置。



前記受け入れた券の記録情報に基づいて複数の券を発行する場合、前記発行すべき複数の
券から１枚を減じた枚数だけ前記収納庫の券に所定の情報を印刷して新規発行すると共に
、前記受け入れた券の印刷を消去して前記所定の情報を印刷して発行することを特徴とす
る券処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は旅客交通の予約券、搭乗券、特別乗車券等を取扱う券処理装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来より券処理装置では特公平６－３８２６２号公報に開示されているように挿入された
券から情報を読み取り、その情報に基づいて新たに別の券を発行したり、挿入された券に
装置内で印刷処理をして返却（発行）するものがあった。
例えば航空機の搭乗のための予約券を装置内に取り込み、券に設けられた磁気ストライプ
から磁気記録情報として搭乗者名や利用区間、予約番号等を読み取り、搭乗券を発券する
ためにそれらの情報の一部の利用と、搭乗便や出発時間，搭乗口番号などを係員が入力す
ることにより全ての情報を揃えて印刷を行ない搭乗券として発行していた。よって、取り
込まれた予約券は装置内に回収される。
【０００３】
回数券カードのようなものは、装置内で搭乗券の発行処理を行なった後に磁気記録情報の
更新と共に残回数を追記したり、残回数を目視可能にするためパンチ穴を加えて利用者に
返却をしていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従って、予約券を回収し搭乗券を新たに発行することになり、更に予約券から複数枚の券
を発行するという場合もあり、特に利用が増加傾向にある航空券の利用分野では省資源の
面から問題になっていた。
また、航空券等はその大きさについても携帯時の煩わしさを感じるものであり、利用者に
とっても利便性の良いものではなかった。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明は、券を受け入れる券挿入口と、券挿入口に接続された
搬送路と、発行すべき券を収納した収納庫と、収納庫から券を搬送路に繰り出す繰出手段
と、券に記録された情報の読取手段と、券に情報を記録可能な書込手段と、搬送路の一部
に設けられたサーマルヘッドとを有する券処理装置において、
印刷及び該印刷を消去可能な印刷面を有する券と、サーマルヘッドに印刷用と印刷消去用
のエネルギーを印加可能な制御手段とを配し、挿入口から受け入れた券の記録情報に基づ
き、収納庫から券を発行すると共に取り込んだ券に対して印刷を消去し、新たな情報を印
刷して発行する。
【０００６】
券を受け入れる券受入口と、券受入口に接続された搬送路と、搬送路に接続され、受入れ
た券を収納する収納庫と、搬送路に設けられ、券に記録された情報の読取手段とを有する
券処理装置において、
記録情報の検出位置に基づいて受け入れた券の方向を判定し、表裏，上下の４面を全て揃
えて収納する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に従って本発明の第１の実施の形態を説明する。
図１は本発明の券処理装置に使用される航空券としての券媒体例を示す説明図で、（ａ）
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は平面図で（ｂ）は正面図であり、図４は本発明の第１の実施の形態の券処理装置の概念
を示す側断面図，図５は本発明の第１の実施の形態の券処理装置の制御ブロック図である
。なお、各図面に共通する要素については同一の符号を付す。
【０００８】
図において、１は航空機を利用するための予約券や搭乗券として使用される券であり、表
面の一部（斜線部）には熱可逆性シール１ａの設定部があり、更に裏面の一部には磁気情
報を記録できる磁気ストライプ１ｂが設けられている。
熱可逆性シール（リライタブルシール）とは表示部が感熱記録層（加熱により光の屈折率
に差を生じる）を使用し、文字や数字等の表示内容を印刷及び消去を繰り返して行なうこ
とが可能なものである。
【０００９】
なお、券１はテレホンカード等に代表されるＰＥＴ（ポリエチレン・テレフタレート）カ
ードなどのサイズ（５４ｍｍ×８５．６ｍｍ）としている。また、定期券サイズ（５７．
５ｍｍ×８５ｍｍ）とすることや磁気ストライプと熱可逆性シールを券全面に設けること
も可能である。
【００１０】
２は新規に券１を発行したり、発行済の券１を取込み各種の処理を行なう券処理装置であ
る。３は前述の発行用の券１を複数枚収納可能な収納庫であり、矢印Ａ方向に挿脱可能に
取り付けられ、収納されている券１は押圧手段３ａにより繰出ローラ４に一定の圧力で押
し付けられている。
【００１１】
５は券１の搬送路であり、繰出ローラ４により収納庫３より繰り出された券１を挟持可能
な複数対の搬送ローラ５ａや案内部材５ｂ（図示しない）により構成されている。６は搬
送路５に設けられた磁気読取ヘッドであり、券１に設けられた磁気ストライプ１ｂより磁
気記録情報の読み取りを行なえるものである。７は搬送路５に設けられた磁気書込ヘッド
であり、券１に設けられた磁気ストライプ１ｂへの磁気記録情報の書き込みを行なえるも
のである。なお、磁気読取ヘッド６及び磁気書込ヘッド７には対向して設けたプレスロー
ラが設けられていて、券１を該ヘッド表面と密着させることができる。
【００１２】
８はサーマルヘッドで、券１の熱可逆性シール１ａの設定部の全域への印刷と、印刷の消
去を行なうためのものであリ、対向して設けたプラテン９と所定の間隙を確保及び所定圧
で圧接できるように構成されている。１０は磁気読取ヘッドであり、券挿入口１１から挿
入された券１などの磁気ストライプ１ｂより磁気記録情報の読み取りを行なえるものであ
る。
【００１３】
１２は券挿入口１１近傍に設けられた光学センサであり、挿入された券１を検出するもの
で、対向して配設された発光素子と受光素子により構成してある。
１３は入力操作・表示部であり、券処理のための各種指示入力や操作誘導のための画面表
示を行なうものである。
【００１４】
１４は回収箱であり、再使用可能な券を格納する格納部１４ａと、再使用不可能な券を格
納する格納部１４ｂにより構成され、格納部１４ａと１４ｂは略中央で仕切られている。
また、この回収箱１４も矢印Ｂ方向に挿脱可能に取り付けられている。
【００１５】
１６，１７は前述案内部材５ｂの分岐部に設けられたブレードであり、ソレノイド１６ａ
，１７ａにより所定の角度だけ回動させることが可能で券１の搬送方向を切り換えること
を可能にしたものである。
【００１６】
２０は前記磁気読取ヘッド６，１０及び磁気書込ヘッド７や光学センサ１２の出力電流を
増幅するためのアンプ回路であり、２１はサーマルヘッド８へ印刷用の駆動電力を供給す
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るとともに、所定の段階での駆動電力を供給できるような回路構成を有する駆動・切換回
路である。なお、この電力値によるサーマルヘッド８の発熱で熱可逆性シール１ａの印刷
を消去することができる。
【００１７】
２２は駆動回路であり、搬送ローラ５ａを回転させるための搬送モータ５ｃやソレノイド
１６ａ，１７ａを駆動するためのものであり、２３は以上の各回路を制御する制御部であ
る。
【００１８】
２４は記憶部であり、券処理装置２を制御するためのプログラムや磁気ストライプ１ｂよ
り読み取った情報や上位装置２５から送信される情報等を一時的に記憶可能なＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）　やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）　等で構成されている。
更に、券処理取引においては明細票印刷発行部が設けられるが本発明に関係がないので省
略する。
【００１９】
次に券処理装置２による券処理について、図２に示す本発明の第１の実施の形態の挿入券
処理フローチャートと、図３の本発明の第１の実施の形態の新規券発行処理フローチャー
トにより説明する。
まず、券１が券挿入口１１から挿入されると（Ｓ１）、券１により光学センサ１２の光軸
が遮断され、受光素子の電流が変化する（Ｓ２）。この変化をアンプ回路２０により増幅
して制御部２３に送信されると、制御部２３は搬送モータ５ｃを制御して券１を搬送路５
に沿って矢印Ｄ方向に搬送して内部に取り込む。
【００２０】
搬送路５上の券１は磁気読取ヘッド１０より磁気ストライプ１ｂに磁気記録されている情
報の読み取りに移行する（Ｓ３）。この読取情報は上位装置２５に送信されると共に、磁
気ストライプ１ｂに磁気記録されている使用済回数を含めた磁気情報の読取結果を記憶部
２４に一時格納する。
【００２１】
入力操作又は磁気読取情報により交換発行であるか挿入券発行処理であるかの判断がなさ
れることになり（Ｓ４）、まず挿入券発行の処理から説明する。
挿入券が例えば、図６に示したように「航空券」の場合には、図７に示したような「搭乗
券」に情報を更新して発行（その券を返却）するもので、まず、搬送路５を搬送させつつ
、サーマルヘッド８に熱可逆性シール１ａの印刷を消去可能な電力を加えて、印刷内容を
全て消去する（Ｓ５）。更に券１を搬送路５内部まで搬送し磁気書込ヘッド７により「搭
乗券」としての情報、即ち搭乗便名や座席，搭乗口情報等と前記記憶部２４に格納した券
情報と使用済回数に１を加えた回数を磁気記録する（Ｓ６）。磁気記録が終了したら搬送
路５での搬送（矢印Ｄ方向）を一旦停止する。
【００２２】
次に券１を矢印Ｃ方向への搬送を開始し、サーマルヘッド８により熱可逆性シール１ａへ
の印刷可能な電力を加えて、「搭乗券」としての文字情報を印刷する（Ｓ７）。印刷が完
了したら磁気読取ヘッド１０により磁気情報の読取確認を行ない（Ｓ８）、磁気情報の読
取結果に誤りがなければ券挿入口１１に排出して（Ｓ９）、記憶部２４に一時格納した情
報から保存不要な情報を消去して取引が終了する。なお、磁気情報の読取結果に誤りがあ
れば所定回数のリトライ動作を行なうが説明は省略する。
【００２３】
次に、ステップ４において例えば図８に示したように「団体航空券」を人数分（３０名）
の「搭乗券」に交換発行の処理が行なわれる場合を説明する。なお、ステップ４において
は、すでに発行すべき券の処理数量は確定しているものとする。
【００２４】
ソレノイド１６ａを励磁することによりブレード１６を回動させて、挿入した券１を矢印
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Ｅ方向へ導いて搬送路５に係合しない位置で一時退避（保持）する（Ｓ１０）。次にソレ
ノイド１６ａを消磁することによりブレード１６を戻し、収納庫３から繰出ローラ４を制
御して券１を搬送路５に１枚繰り出して（Ｓ１１）、磁気読取ヘッド６により磁気ストラ
イプ１ｂから使用済回数情報を読取り、読取結果を記憶部２４に一時格納する。
【００２５】
次に磁気書込ヘッド７により「搭乗券」としての情報、即ち搭乗便名や座席，搭乗口情報
等と前記記憶部２４に格納した使用済回数に１を加えた回数を磁気記録する（Ｓ１２）。
磁気情報の書込みが完了したら、券１を更に矢印Ｃ方向へ搬送し、サーマルヘッド８によ
り熱可逆性シール１ａへの印刷可能な電力を加えて、「搭乗券」としての情報を印刷する
（Ｓ１３）。印刷が完了したら磁気読取ヘッド１０により磁気情報の読取確認を行ない（
Ｓ１４）、磁気情報の読取り結果に誤りがなければ券挿入口１１に排出する（Ｓ１５）。
【００２６】
ここで、団体航空券から人数分（例えば３０枚）の搭乗券を発行する場合のように発行枚
数が複数枚必要であるときには、前述のステップ（Ｓ１１～１５）を繰り返して券の発行
動作を行ない必要枚数より１枚少ない所定枚数（例えば２９枚）まで発行処理が終了した
ら（Ｓ１６）、収納庫３からの券１の繰り出しを一旦停止し、ステップ１０で一時退避し
ている券１の処理を開始する（Ｓ１７）。
この挿入した券１の処理は使用済回数により再度の使用が可能であるときである（Ｓ１８
）。挿入した券の処理が必要で、且つ、使用限界回数に到達していなければ、ソレノイド
１６ａを励磁してブレード１６を回動させてから、例えば３０枚目の「搭乗券」として券
１に磁気書込ヘッド７による磁気記録情報の書き込みを行なうことになり、前述のステッ
プ（Ｓ５～９）と同様の処理を行なう。退避している券１の処理が不要であればステップ
１８に進む。
【００２７】
使用限界回数としては、熱可逆性シールの劣化および磁気ストライプの摩耗程度から１０
００回程度に設定しておくことができるが、何れにいおても寿命と１取引当たりの処理回
数から想定して短い方に設定すればよいことは言うまでもない。
【００２８】
ステップ３における磁気記録情報の読み取りから再使用の可否が判断され（Ｓ１８）、使
用限界回数に到達していれば発券用として使用不可となるため、まずソレノイド１６ａを
励磁してブレード１６を回動させると共に券１をプラテン９部まで逆方向に搬送し、次に
矢印Ｄ方向に搬送させながらサーマルヘッド８により図９に示したようにボイド印刷（斜
線１ｃ）を行なう（Ｓ１９）。次に磁気書込ヘッド７により再使用不可を意味する磁気情
報の書き込みを行なうことになる（Ｓ２０）、続けてソレノイド１７ａを励磁してブレー
ド１７を回動させてから、券１を格納部１４ｂに送り込み（Ｓ２１）、処理を終了する。
【００２９】
なお、ステップ１９でのボイド印刷を斜線１ｃを印刷することとして説明したがこれに限
定されるものではなく、「印刷を消去すること」や「ＶＯＩＤ」，「無効」等の文字を印
刷することも可能であることは言うまでもない。
更に再使用不可を意味する磁気情報の書き込みも、前述のボイド印刷等により再度券処理
装置に装填されることがないように管理されることを前提に磁気書き込みを省くことも可
能であり、処理速度を向上させることができる。
【００３０】
なお、一般的に券のリライタブル回数や磁気読取／書込回数は１０００回以上の使用が可
能であるが、券は取扱により折り曲げられたりすることもあるため、このような券は係員
の指示入力により再使用せずに、新規に発券指示を行なうこともある。この際には使用可
能な回数であっても前述のステップ１９～２１により処理することもできる。
【００３１】
以上の説明は「団体航空券」を複数の「搭乗券」に交換発行したが、図１０に示すような
「回数カード」を取り込み、「搭乗券」１枚を発行し、取り込んだ「回数カード」の残回
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数を１回分減ずる表示内容に印刷更新する取引も相当する。
【００３２】
次に退避していた券１を回収する場合を説明する。例えば係員が汚損券であると判断し再
使用を不可と判断した時や、磁気読取情報の一部に判読できない情報があり入力操作・表
示部１３から情報を入力した場合などである。
ソレノイド１６ａを励磁してブレード１６を回動させてから、券１に磁気書込ヘッド７に
より無効を意味する磁気情報の書き込みを行ない（Ｓ２２）、続けて券１を格納部１４ａ
に送り込む（Ｓ２３）。
【００３３】
図２に示す本発明の第１の実施の形態の新規券発行処理フローチャートを説明すると、係
員の操作により入力操作・表示部１３から券発行のための各種情報の入力が行なわれたり
、上位装置２５からの発券命令を受信すると（Ｓ３１）、収納庫３から繰出ローラ４を制
御して券１を搬送路５に１枚繰り出して（Ｓ３２）、磁気読取ヘッド６により磁気ストラ
イプ１ｂから使用済回数情報を読取り（Ｓ３３）、読取結果を記憶部２４に一時格納する
。次に磁気書込ヘッド７により「航空券」としての情報、即ち搭乗区間や日時，出発時刻
等と前記記憶部２４に格納した使用済回数に１を加えた回数と共に磁気記録する（Ｓ３４
）。
【００３４】
磁気記録情報の書き込みが完了したら、券１を更に矢印Ｃ方向へ搬送し、サーマルヘッド
８により熱可逆性シール１ａの印刷を消去可能な電力を加えて、印字内容を全て消去する
（Ｓ３５）。なお、予め消去してある券や新券の場合には不要となる。次にサーマルヘッ
ド８により熱可逆性シール１ａヘの印刷可能な電力を加えて、「航空券」としての各文字
情報を印刷する（Ｓ３６）。
【００３５】
印刷が完了したら磁気読取ヘッド１０により磁気記録情報の読取確認を行ない（Ｓ３７）
、磁気情報の読み取り結果に誤りがなければ券挿入口１１に排出する（Ｓ３８）。指示さ
れた発券が複数枚必要であれば同様に処理を行なう（Ｓ３９）。
【００３６】
以上の説明は収納庫３には所定量の券１が収納されていることと、回収箱１４には回収可
能な空間が存在することを前提に説明したが、これらは図示しない検知センサにより随時
監視され、例えば収納庫３に券１の収納量が少なくなればニアエンドを、無くなればエン
ド情報を報知して係員による補充対応等を行なうものである。
【００３７】
次に本発明の第２の実施の形態について説明する。
図１１は本発明の第２の実施の形態の券処理装置の概念を示す側断面図であり、図１２は
第２の実施の形態の磁気読取ヘッド位置を示す斜視図，図１３は第２の実施の形態の清掃
ローラの作用を示す斜視図である。また、図１４は本発明の第２の実施の形態の券処理装
置の制御ブロック図である。
【００３８】
図において、３０は航空機の「搭乗券」を搭乗口で回収した後に、その券を再使用するた
めに再生する券処理装置としての券回収装置である。
３１は再生するための券１を載置するステージで、係員により載置された券１にはウエイ
ト３２が乗せられ取込ローラ３３に所定の圧力で押し付けられる。３２ａは前記ウエイト
３２を上下方向に移動可能に支持するガイド部材である。
【００３９】
３３ａはリバースローラであり、券１を取り込む際に取込ローラ３３による送り方向に所
定の負荷を与えて、複数枚の取り込みを阻止するためのものである。また、本第２の実施
の形態では券１は表裏，上下の向きはいずれの方向であっても処理できるものとして構成
されている。
【００４０】
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３４は取り込まれた券１を搬送する第１の搬送路であり、取込ローラ３３によりステージ
３１上から取り込まれた券１を挟持可能な複数対の搬送ローラ３４ａと案内部材３４ｂ（
図示しない）により構成されている。
３５は第１の磁気読取ヘッドで、第２の磁気読取ヘッド３６と対向して互いに圧接し、券
１の磁気ストライプ１ｂが係合した場合には、磁気記録情報を検出できるものである。図
１２に前記第１、第２の磁気読取ヘッド３５，３６と券１及び搬送ローラ３４ａの対応位
置を示す斜視図として記載した。
【００４１】
３７は第２の搬送路であり、前記第１、第２の磁気読取ヘッド３５，３６の下流から分岐
して、第１、第２の磁気読取ヘッド３５，３６の上流に合流するループ形状をした搬送路
であり、経路の一部に水平方向に回転可能なターンテーブル３８を配設してある。このタ
ーンテーブル３８の回転はステッピングモータで構成され所定の角度（矢印Ｒ方向に１８
０度）回転することができるターンモータ３８ａにより駆動される。更にターンテーブル
３８上に券１を取り込み、保持したまま回転後、該券１を送り出すような搬送手段も構築
されている。
【００４２】
第２の搬送路３７には、前記ターンテーブル３８部から第１の搬送路３４に接続される第
３の搬送路３９が設けられている。これらの各搬送路の分岐部と合流部には図１２に示し
たようにブレード４０ａ，４０ｂ，４０ｄ，４０ｅが設けられており第１，第２のブレー
ド４０ａ，４０ｂは各々ソレノイド４１ａ，４１ｂにより所定の角度だけ回動させること
が可能で券１の搬送方向を切り換えることを可能にしている。
【００４３】
ブレード４０ｄ，４０ｅは券１の搬送方向の関係から、ソレノイドによる回動は必ずしも
必要なものではなく、例えば、第１の搬送路３４を搬送可能な位置に付勢しておき矢印Ｊ
，Ｋ方向から券１自身により付勢力に抗して搬送可能に構成しているためソレノイドは使
用していない。また、第２のブレード４０ｂについては矢印Ｈ方向に券１を搬送する場合
にはソレノイド４１ｂによる回動は不要で、券１による押し下げることも不要に構成され
ているものである。
【００４４】
４２ａ，４２ｂは対向して設けられた清掃ローラであり、外周の表面を摩擦部材で構成し
、搬送ローラ３４ａの搬送力より弱く設定されているものであり、更に清掃用モータ４２
ｃは３段階に回転速度が制御可能になっている。
【００４５】
４３は加熱ローラであり、熱可逆性シール１ａの印刷を消去可能な表面温度になるように
制御されていて、券１を挟持して通過（加熱）させるとともに搬送能力も有している。こ
の加熱ローラ４３は搬送用モータ３４ｃにより他の搬送ローラ３４ａと共に回動される。
【００４６】
なお、加熱ローラ４３は図１３（ｂ）に示すように、軸内部にヒータ４３ａが内蔵してあ
り、このヒータ４３ａの周囲にローラ部を回転可能に支持しているものであり、温度検知
センサや温度ヒューズという安全面の考慮もなされているものである。また、清掃ローラ
４２ａ，４２ｂの上流側の搬送ローラ３４ａと加熱ローラ４３間の距離は券１の長さより
やや短く設定してある。
【００４７】
４４は処理された券１を収納庫３に収納するために設けられた券ガイドであり矢印Ｌ方向
に搬送されてきた券１の先端を収納庫３側に向けると共に、すでに収納済の券１の中央部
と斜めに接触させることにより互いに損傷せずに順序よく収納するためのもので、券回収
装置側に設けられている。
【００４８】
４５はリジェクトボックスであり、表裏・上下を反転しても磁気ストライプの存在を検出
できない券などを、第３のブレード４０ｃを回動させることにより券１を矢印Ｍ方向に搬
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送して取り込むものである。４６は入力操作・表示部であり、券処理のための動作開始を
指示する操作キーや後述する処理件数の表示を行なえるものである。
【００４９】
４７は前記温度検知センサや各搬送路に配置された各種センサ類であり、磁気読取ヘッド
３５，３６とともにアンプ回路４８により出力が増幅される。４９はヒータ４３ａへの加
熱を制御するもので、運用状態においては一定の温度に保持させる機能を有する加熱制御
回路である。
【００５０】
５０は搬送用モータ３４ｃ及び清掃用モータ４２ｃ，ターンモータ３８ａ，ソレノイド４
１ａ～４１ｃを駆動する駆動回路であり、５１は処理すべく取り込んだ券１の枚数やリジ
ェクトボックス４５に取り込まれた券１の枚数、更に磁気ストライプ１ｂから読み取った
券種別などを集計するための計数部である。５２は記憶部であり券回収装置３０を制御す
るためのプログラムや処理した券の枚数や券種別等を記憶可能なＲＯＭやＲＡＭ等である
。
【００５１】
以上の入力操作・表示部４６、アンプ回路４８、加熱制御回路４９、駆動回路５０、計数
部５１、記憶部５２などを制御する制御部５３がある。更に、電源を投入するスイッチや
電源部を有するが省略した。
【００５２】
なお、収納庫３は、図１５に示すような外観で前記券ガイド４４に対応する部分は逃げ部
３ｂがあり、前記券ガイド４４と所定の間隔を有するとともに、前記第１の実施の形態で
説明した繰出ローラ４とも所定の間隔を有するように形成してあるので共通して使用でき
る。
【００５３】
次に図１６に示す第２の実施の形態の回収券処理フローチャートを説明する。
前記第１の実施の形態で説明した券処理装置２から係員により取り出された券１は所定期
間が経過した後、本券回収装置により一括して処理される。
ステージ３１上に券１を乗せウエイト３２を券１の上に重ねてから（Ｓ４１）、入力操作
・表示部４６の開始キー（図示しない）を押下すると（Ｓ４２）、制御部５３は次のよう
に制御する。
【００５４】
まず、取込ローラ３３等を回転させて載置されている券１を１枚だけ内部に取り込み、磁
気読取ヘッド３５，３６に券１の先端が到達すると磁気記録データを５～６ビット分だけ
検出できる程度の読取搬送する（Ｓ４３）。
磁気読取ヘッド３５又は３６のいずれか一方が書込データ（例えば“０”）を検出してい
れば（Ｓ４４）、券１の向きとしては磁気ストライプ１ｂの対応面であるから次ステップ
４５に移行する。磁気読取ヘッド３５及び３６のいずれも書込データを検出できず“デー
タなし”と検出された場合には磁気ストライプ１ｂの対応面ではないと判断してステップ
５４（後述する）に移行することになる。
【００５５】
ステップ４４で磁気読取ヘッド３５が磁気書込データを検出した場合には「表向き」であ
るとして（Ｓ４５）、第１の搬送路３４を矢印Ｇ方向に搬送を続けて清掃ローラ４２ａ，
４２ｂの位置まで券１の先端が到達するまで搬送する。この状態が図１２，図１３（ａ）
に示すもので、続けて搬送ローラ３４ａの周速度Ｒ０より清掃ローラ４２ａ，４２ｂの周
速度Ｒ１を高速（Ｒ１＞Ｒ０）になるように図１３（ａ）に示した矢印方向に正回転させ
る（Ｓ４６）。この回転量の差により清掃ローラ４２ａ，４２ｂが券１に対して滑りが生
じるために、券１の表面を滑動しつつ搬送ローラ３４ａにより搬送される。この滑動によ
り券１の表裏面前半が清掃されることになる。
【００５６】
券１の先端が加熱ローラ４３の位置まで搬送されると、清掃ローラ４２ａ，４２ｂの高速
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回転を停止し、加熱ローラ４３の周速度Ｒ０より清掃ローラ４２ａ，４２ｂの周速度Ｒ２
を低速（Ｒ２＜Ｒ０）になるように図１３（ｂ）に示した矢印方向に逆回転させる（Ｓ４
７）。この回転方向および摩擦力の差により清掃ローラ４２ａ，４２ｂと券１において滑
りが生じるために、券１の表面を滑動しつつ加熱ローラ４３により搬送される。この滑動
により券１の表裏面の後半が清掃されることになる。
【００５７】
加熱ローラ４３部を清掃動作と並行して通過させ（Ｓ４８）、更に矢印Ｌ方向に搬送する
と、券１の先端が券ガイド４４の斜面に当接する。この斜面により券１は収納庫３側に誘
導されて収納される（Ｓ４９）。
収納庫３に券１が収納され全てのソレノイド４１ａ～４１ｃに対して、消磁（ＯＦＦ）命
令を出して、各ブレードを元に戻す（Ｓ５０）。そして、収納枚数を１枚加算して記憶部
５２に記憶すると共に、入力操作・表示部４６に表示する。なお、以上説明したステップ
では各ブレードは動作していないため実動作はしない。
【００５８】
ステップ４５において、磁気読取ヘッド３６が書込データを検出した場合には「裏向き」
であるとしてステップ５１に移行する。ステップ５１ではソレノイド４１ａを励磁して第
１のブレード４０ａを回動させて、第１の搬送路３４からの搬送経路を第２の搬送路３７
と接続し（Ｓ５１）、券１の搬送を再開してターンテーブル３８上まで搬送（矢印Ｈ方向
）して停止する（Ｓ５２）。次にソレノイド４１ｂを励磁して第２のブレード４０ｂを回
動させてから第２の搬送路３７と第３の搬送路３９を接続して（Ｓ５３）、第３の搬送路
３９に券１を搬送（矢印Ｊ方向）し、続けてブレード４０ｃを押し上げて第１の搬送路３
４に券１を戻す。この動作により券１の上下端が入れ替わったことになり、以降は前述ス
テップ４６～５０に従って動作する。
【００５９】
ステップ４４において、磁気読取ヘッド３５及び３６のいずれも磁気書込データを検出で
きず“データなし”と検出された場合を説明する。これは磁気ストライプ１ｂが磁気読取
ヘッド３５，３６側にないものであると判断し、券１を１８０度水平方向に反転させ、左
右を入れ替えるものである。
【００６０】
まず、ステップ４４にて“データなし”と検出されたら計数部５０に該券１の磁気データ
なし回数を計数するように制御する（Ｓ５４）。ソレノイド４１ａを励磁して第１のブレ
ード４０ａを回動させて、第１の搬送路３４からの搬送経路を第２の搬送路３７と接続し
（Ｓ５５）、券１の搬送を再開してターンテーブル３８上まで搬送（矢印Ｈ方向）して停
止する（Ｓ５６）。ターンテーブル３８上で券１を保持したままターンモータ３８ａを制
御して１８０度水平回転をする（Ｓ５７）。この回転方向は左右どちらでもかまわない。
【００６１】
水平回転が終了したら券１を矢印Ｋ方向に搬送し第２の搬送路３７からブレード４０ｄ部
を通過させて再び第１の搬送路３４に戻す（Ｓ５８）。この動作により券１は左右反転し
て第１の搬送路３４に戻されたことになる。
【００６２】
続けて、前述したステップ４３による処理を行なうことになるが、磁気データの検出がで
きない場合には（Ｓ４４）、磁気ストライプ１ｂの存在しない券であると判定され、計数
部５０における券１の磁気データなし回数を１回アップすると、所定回数（２回）に達す
るため（Ｓ５４）、この券は異常券としてリジェクトボックス４５に取り込むことにする
。
【００６３】
第１のブレード４０ａを回動したソレノイド４１ａを消磁して異常券を矢印Ｇ方向への搬
送を可能にする（Ｓ５９）、並行して第１の搬送路３４からリジェクトボックス４５への
分岐点に設けた第３のブレード４０ｃをソレノイド４１ｃを励磁して回動させておく（Ｓ
６０）。
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【００６４】
清掃ローラ４２ａ，４２ｂを搬送ローラ３４ａと同周速度（Ｒ０）で回転させる（Ｓ６１
）、この時には異常券を清掃することは行なわないことになる。続けて加熱ローラ４３部
を通過させ（Ｓ６２）、リジェクトボックス４５に異常券を格納することになる（Ｓ６３
）。リジェクトボックス４５に異常券が格納されたことが図示しない検知手段により検出
されたらステップ５０に移行する。
【００６５】
異常券は加熱ローラ４３により加熱する必要はないが次の正常券処理を引き続いて行なう
ことを考慮すると加熱を中止することが必須ではない。しかし、加熱による印刷の消去を
目的としていない搬送速度などの高速化は可能である。
【００６６】
磁気ストライプを有する券であっても、異常券としてリジェクトした券は清掃しないで保
管するため事後の原因究明の妨げにならない、更にステップ４３における磁気読取動作に
おいて出力が極端に低い場合などに、一旦清掃してから再度の磁気読取動作を行なうよう
に制御することも可能である。
【００６７】
ブレード４０ｃ，４０ｄを設けることで説明したが、券１の搬送方向において逆搬送がな
いことから必ず設ける必要はなく、例えば、第１の搬送路３４に向かって第２の搬送路３
７（又は第３の搬送路３９）から常時搬送可能に構成しておくことも可能である。
【００６８】
磁気読取ヘッドを対向して設けたが、読取／書込共用の磁気ヘッドを組み込み所定レベル
の磁気出力が得られない場合に正常の磁気記録レベルでの書込みを行ない、第２の搬送路
を１周させたのち再読み取りすることにより磁気ストライプの劣化または装置側の問題で
あるかなどの判別ができる。
券を表裏，左右反転の不要な方向にセットされた券（矢印Ｇ方向）は、収納庫に収納完了
を待たずに次の券を処理を開始（取り込める）できることは言うまでもない。
【００６９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば挿入口から受け入れた券の記録情報に基づき、収納
庫から券を発行すると共に、取り込んだ券に対しても印刷を消去し、新たな情報を印刷し
て発行することにより券の再利用が可能になり、省資源が図れる。また券サイズを金融機
関の顧客識別カードやテレホンカードサイズとし、且つ、樹脂化できるため汗などによる
変形、汚れ、取扱いによる破損も少なくすることができ利用者にとっても利便性の良いと
いう効果がある。
【００７０】
また、券回収装置では記録情報の検出位置に基づいて受け入れた券の方向を判定し、表裏
，左右の４面を全て揃えて収納庫に格納することにより係員による券の取り揃えを不要に
し、且つ、収納数量も装置側で計数しているため煩わしさを与えない。更に、券の収納庫
を共通化したので収納庫の単位での交換も可能であり、取扱いにおいて極めて利便性の良
い装置を提供できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の航空券としての券媒体例を示す説明図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の挿入券処理フローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態の新規券発行処理フローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施の形態の券処理装置の概念を示す側断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の券処理装置の制御ブロック図である。
【図６】航空券としての印刷例である。
【図７】搭乗券としての印刷例である。
【図８】団体航空券としての印刷例である。
【図９】航空券としてのボイド印刷例である。

10

20

30

40

50

(10) JP 3575918 B2 2004.10.13



【図１０】回数カードとしての印刷例である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の券処理装置の概念を示す側断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態の磁気読取ヘッド位置を示す斜視図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態の清掃ローラの作用を示す斜視図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態の券処理装置の制御ブロック図である。
【図１５】本発明の券の収納庫を示す外観図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態の回収券処理フローチャートである。
【符号の説明】
１　券
１ａ　熱可逆性シール
１ｂ　磁気ストライプ
２，３０　券処理装置
３　収納庫
５　搬送路
８　サーマルヘッド
９　プラテン
１１　券挿入口
１３　入力操作・表示部
１４　回収箱
２３　制御部
２４　記憶部
２５　上位装置
３１　ステージ
３４　第１の搬送路
３５，３６　磁気読取ヘッド
３７　第２の搬送路
３８　ターンテーブル
３９　第３の搬送路
４２ａ，４２ｂ　清掃ローラ
４３　加熱ローラ
４５　リジェクトボックス

10

20

30

(11) JP 3575918 B2 2004.10.13



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】
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